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令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における 

臨時休業について（４月２日時点）（依頼） 

 

 新型コロナウイルス感染症等への対応に関しましては、各学校におきまして御尽力い

ただき、誠にありがとうございます。 

この度、学校再開に向けた準備を行っていただいているところではございますが、川

崎市内における新型コロナウイルス感染者の増加等を鑑み、次のとおりの対応をお願い

いたします。 

なお、今後の国の専門家会議、文部科学省からの通知、市新型コロナウイルス感染症

対策本部会議等により、急遽、変更する可能性があります。 

 

１ 臨時休業期間の実施について 

 ・令和２年４月６日（月）から４月１７日（金）までを臨時休業とする。 

 ・新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しており、今後の広がり等

を見ながら、必要に応じ、追加的な措置を行う場合があります。 

 ・学校再開又は臨時休業延長等については４月１６日（木）までを目途に判断いたし

ます。 

 

２ 入学式の実施について 

 ・小学校、中学校、特別支援学校は４月６日（月）、高等学校は４月７日（火）に実施。 

・３月 23日付け 31川教指第 3146号「新型コロナウイルスへの対応に関する川崎市立

学校で実施する入学式、部活動等の再開、運動日の設定について（令和２年３月 23

日時点）」に基づき、実施する。 

 

３ 始業式について 

・学校の状況や規模等に応じて、４月６日（月）以降に新型コロナウイルス感染症予

防対策を講じた上、実施する。 

 

４ 入学式・始業式に参加した児童生徒及び保護者への周知について 

・今後の対応（登校日の実施の連絡、教科書の受け渡し時期等） 

・連絡先の把握（例：配信メールシステムの登録について） 

・新型コロナウイルス感染症予防の指導の実施 

「学校休業中の保健管理について」参照  別添１ 別添２ 



・児童生徒が相談しやすい体制をつくる。（生活状況把握用紙等の活用） 参考 

・居場所の案内 

 

５ 臨時休業中の過ごし方について 

・原則、家庭学習とする。 

 

６ 登校日について 

 ・週に１回程度登校日を設定し、健康状態の把握、家庭学習の指示、必要な連絡等を

行う。 

 ・学校での滞在時間は最大９０分程度とし、文部科学省からのガイドラインに従った

形で、感染症予防対策を行う。 

・児童生徒の運動不足やストレスの解消などの健康保持・体力維持の観点から、感染

症拡大防止措置を講じた上で運動の時間を確保する。 

・児童生徒が密集しないような状態を確保する。 

・高等学校全日制課程及び川崎高等学校附属中学校については、公共交通機関を利用

する生徒がいることから、感染症予防の観点で混雑時の交通機関の利用を避けるよ

うに配慮する。また、高等学校定時制課程については、時間帯や生徒数が異なるの

で各学校個別の対応とする。 

・特別支援学校について、児童生徒の状況に応じた方法で対応する。 

 

７ 部活動・運動日について 

・部活動に関しては、臨時休業中は中止とする。 

・登校日を活用した「運動日」として、児童生徒の運動の機会を設ける工夫をする。 

 

８ 児童生徒等への人権的配慮について  

 ・児童生徒等に対し、現在の知見の下での新型コロナウイルス感染症に関する適切な

知識をもとにした、発達の段階に応じた指導を行うとともに、感染した児童生徒等

に関して、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見が生じないように、児童生

徒等の人権に十分配慮する。 

 ・外国につながる児童生徒等に関して、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見

が生じないよう、児童生徒等の人権に十分配慮する。 

 ・一時帰国した児童生徒等に関しては、心のケアを含む健康相談、スクールカウンセ

ラーによる援助を行うなど、心の健康問題に適切に取り組むように配慮する。 

 

９ 心のケアについて 

 

 

 

 

 ・全教職員による、きめ細かな健康観察等から児童生徒の状況を的確に把握し、健康

相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問題

に適切に対応いただくようお願いいたします。 

  

学校再開後、児童生徒の中には、自分も家族も感染するのではないかと不安や恐れ

を抱くなど、依然として心理的なストレスを抱えている児童生徒も存在すると考え

られることが想定されます。 

 



・自宅で過ごす児童生徒及び保護者との連絡を密にし、児童生徒のストレス等の課題

に関し、相談窓口（24時間子供 SOS電話相談）を適宜周知するとともに、必要に応

じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行っていただくようお願いい

たします。 

 ・児童生徒の家庭での様子について気になることがある場合は、関係機関（児相、区

役所等）と連携を図り、また児童生徒が相談できる連絡先（川崎市児童虐待防止セ

ンター、川崎いのちの電話等）を紹介するなど、児童生徒の適切な支援に努めてく

ださい。 

 

10 「居場所」について 

・共働き家庭など留守家庭の児童、特に低学年児童など留守番をすることが難しい場

合等、やむを得ない特別な事情がある児童生徒に対し、学校の教育活動とは別に「児

童生徒の居場所」を学校に設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他配慮事項 

 

           

 

担当 指導課   猫橋 電話 200-3318 

健康教育課 日笠 電話 200-3292 

■電子文書のみ送付   □電子文書・紙文書ともに送付   □紙文書のみ送付 

【小学校の場合】 

※やむを得ない特別な事情がある児童に限り、学校で過ごすことを可能とする。ただし、感染拡大のリス

クを抑えるために、自宅で過ごすことのできる児童はできるだけ自宅で過ごすようにする。 

※その際には、授業は行わない。基本的に学校教職員が児童を見守りながら必要に応じて支援する。 

※児童が過ごすことのできる日時は平日の午前８時 30 分から午後１時まで。給食は実施しないので、お

弁当が必要。 

※平日の午後１時以降はわくわくプラザで対応。（土曜日は８時 30 分から午後６時まで、日曜祝日は休み） 

【中学校・高等学校の場合】 

※特別支援級在籍生徒など、やむを得ない特別な事情がある生徒に限り、学校で過ごすことを可能とする。

ただし、感染拡大のリスクを抑えるために、自宅で過ごすことのできる生徒はできるだけ自宅で過ごす

ようにする。 

※その際には、授業は行わない。基本的に学校教職員が生徒を見守りながら必要に応じて支援を行う。 

※生徒が過ごすことのできる日時は平日の８時 30 分から放課後等デイサービスの受け入れ可能時間ま

で。給食は実施しないので、お弁当が必要。 

 

【特別支援学校の場合】 

※やむを得ない特別な事情がある児童生徒に限り、学校で過ごすことを可能とする。ただし、感染拡大の

リスクを抑えるために、自宅で過ごせる児童生徒はできるだけ自宅で過ごすようにする。 

※その際には、授業は行わないが、学校職員が状況に応じた特別プログラムで対応する。 

※（給食（聾学校、分教室はお弁当が必要）とスクールバスの運行は実施する予定） 

 












